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　静岡県の認定農業者のみなさん、こんにちは。

　今回は、「経営革新」のご案内について、お知らせします。

----------------------------------------------------

　「経営革新」とは、中小企業者が新たな取組を行うことにより、
経営の向上を図る取組のことです。

　経営革新は、商工業の中小企業者が取り組むものと思って
いませんか？これまでも、多くの農業者の方も経営革新計画
の認定を受けており、個人の農業者の方も対象となります。

　まずは、お気軽に御相談ください。

●新規事業の内容
　①新製品の開発または生産
　②新役務（サービス）の開発または提供
　③商品の新たな生産または販売の方式の導入
　④役務（サービス）の新たな提供の方式の導入その他の新たな
　　事業活動
　※個々の事業者にとって新規事業であっても、既に他社において
　　相当程度普及している製品・サービス・技術などの開発は、承認
　　の対象となりません。
　
●計画期間
　３～５年間の事業計画　

●経営の改善
　・付加価値額が年間３％以上の向上
　　（５年計画の場合、１５％以上）
　・経常利益が年間１％以上向上し、終了時の利益は黒字
　　（５年計画の場合、５％以上）　

●経営革新のメリット
　・資金調達
　　（信用保証の別枠と限度額の引上げ、日本政策金融公庫の低利融資、
　　　県制度融資）　
　・補助金
　　（商品開発、販路開拓、生産性向上に対する補助金）
　・専門家派遣
　　（専門家によるフォローアップ）

●認定のポイント
　・新規性（他の取組との差別化）
　・実現可能性（継続的なビジネスとして成立する見通し）
　・事業者のやる気

●問合せ
　公益財団法人静岡県産業振興財団　経営革新支援チーム （担当　鈴木）
　〒420‐0853　静岡市葵区追手町44－1　静岡県産業経済会館4階
　電話　054-273-4432
　メール　keiei@ric-shizuoka.or.jp

──────────────────────────



認定マガジン第352号はいかがだったでしょうか。
これからも、皆さんが楽しめ、参考になる記事を配信して
いきたいと思います。

また、バックナンバーも県ホームページに掲載しています。
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-320/nougyo/ninteinougyousya.html

意見、ご要望がありましたら、こちらまで。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓
(Ｅ-mail) nougyoubiz@pref.shizuoka.lg.jp
静岡県　経済産業部　農業ビジネス課　担い手育成班
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
──────────────────────────　
====================================================

今後配信の必要のない方は、お手数ですが下記宛に配信停
止のご連絡をお願いします。
その際は『認定マガジン』の配信停止である旨、ご記載願
います。

メールアドレスの変更等の場合は、認定マガジン配信先の
変更希望と記載の上、新メールアドレス、旧メールアドレス、
お名前を下記までお知らせ下さい。

静岡県　経済産業部　農業ビジネス課　担い手育成班
Ｅ-mail　 nougyoubiz@pref.shizuoka.lg.jp
ＴＥＬ　　054-221-2754
ＦＡＸ　　054-221-3688

====================================================


